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甘い香りで

セラピー効果
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(特集）戸籍業務のコンピュータ化を準備中

高萩駅前通り商店会が「道路の里親」に

(旧)日本加工製紙高萩工場からの機材搬出始まる

(ラベンダーまつり

グリーンタウンてつな住宅団地）
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今

I
つ
』

をより適正・迅速に処理し、

を図るため、 コンピュータ

市では、戸籍事

民サービスの向上を図るため、
qDh l いⅧ唖 ¥ 品 f L 面 叩
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、 12月上旬に－部運用開始するためのす
事
現●

業を行っています。上の整理

①
現
在
の
縦
書
き
記
載
が
、
す
べ
て
横
書
き

と
な
り
項
目
別
に
記
載
さ
れ
ま
す
の
で
、

読
み
や
す
く
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
．

●
証
明
書
の
大
き
さ
が
Ｂ
４
判
横
長
か
ら

Ａ
４
判
縦
長
へ

●
名
や
出
生
地
の
表
示
が
文
章
形
式
か
ら

箇
条
書
き
へ

●
漢
数
字
か
ら
算
用
数
字
へ

②
現
在
、
原
本
を
コ
ピ
ー
し
て
発
行
し
て
い

る
証
明
書
に
変
わ
り
、
住
民
票
と
同
様
に

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
か
ら
出
力
さ
れ
ま
す
の
で
、

発
行
時
間
が
短
縮
さ
れ
ま
す
．

●
戸
籍
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
で
和
紙
に
記
載

し
フ
ァ
イ
ル
で
保
管
し
て
い
ま
す
．
こ
れ
一

を
手
作
業
で
コ
ピ
ー
し
て
発
行
し
て
い
ま
一

す
。
こ
れ
ら
の
作
業
が
、
電
算
化
に
よ
っ
－

て
早
く
正
確
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
．

③
電
子
公
印
・
偽
造
防
止
紙
を
使
用

●
交
付
す
る
戸
籍
に
使
用
す
る
市
長
の
証
明

に
は
、
黒
色
の
電
子
公
印
を
使
用
し
ま
す
．

不
正
に
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
偽
造
防
止

紙
を
使
い
、
コ
ピ
ー
す
る
と
「
複
写
」
の

文
字
が
浮
き
出
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
．

※
高
萩
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
て
も
、
本

籍
地
が
高
萩
で
は
な
い
人
は
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
る
と
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竺
閉
和
一
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論
六
年
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県
一
侭

制
椿
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女
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剛
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弐
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年
Ⅲ
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篝篝篝戸
籍
（
一
言
き
）

「
戸
（
家
）
ご
と
に
戸
主
や
家
族
の
続
柄

氏
名
・
年
齢
・
性
別
な
ど
を
記
載
し
た
公
文

書
」
で
す
．
現
在
の
戸
籍
法
で
は
戸
籍
は
夫

婦
単
位
で
編
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
個
人

の
出
生
か
ら
死
亡
に
至
る
ま
で
の
身
分
上
の

重
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
．

戸
籍
の
筆
頭
者
（
こ
せ
き
の
ひ
つ
と
う
し
や
）

戸
籍
の
初
め
に
記
載
さ
れ
て
い
る
人
。
昔

こ
し
ゆ

は
「
戸
主
」
と
呼
ば
れ
権
限
が
与
え
ら
れ
て

い
ま
し
た
が
、
現
行
法
で
は
権
利
と
無
関
係

に
な
り
ま
し
た
．
戸
籍
を
検
索
し
た
り
、
索

引
す
る
場
合
の
見
出
し
（
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
）

の
役
割
を
果
た
し
ま
す
．

全
部
事
項
証
明
薑
（
ぜ
ん
ぶ
じ
こ
つ
し
ょ
一
つ
め

い
し
よ
）

現
在
の
戸
籍
謄
本
（
世
帯
全
員
の
戸
籍
）

が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
後
は
全
部
事
項
証
明

書
に
な
り
ま
す
．
ま
た
、
戸
籍
抄
本
（
世
帯

の
一
人
の
戸
籍
）
は
、
個
人
事
項
証
明
害
と

な
り
ま
す
。

除
籍
（
じ
よ
せ
き
）

戸
籍
の
中
に
い
る
人
が
、
死
亡
、
結
婚
等

に
よ
り
そ
の
戸
籍
か
ら
除
か
れ
た
場
合
を
い

い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
戸
籍
全
員
が
消
除
し
た

と
き
に
、
戸
籍
簿
か
ら
は
ず
し
て
別
と
じ
に

し
た
も
の
を
除
籍
謄
本
と
い
い
ま
す
。
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④
こ
れ
ま
で
の
戸
籍
は
、
和
紙
に
手
書
き
ま

た
は
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
よ
っ
て
記
載
さ

れ
て
い
る
た
め
、
書
き
癖
や
崩
し
字
な
ど

に
よ
り
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
文
字
を
使

用
し
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

、’ 戸籍制度の歴襲と変遷
氏
』

●

わが国では、 中国にならって6世紀ごろから朝廷

轄領の一部で戸籍がつくられ、大化の改新後の律令大化の改新後の律令

直

国

家では6年ごとに全国的につくることとしましたが､ 10

世紀にはほぼ廃絶しました。 国レベルで戸籍制度の整

記備が始まるのは明治時代からになります。

中央集権政治の実現を目指す明治新政府にとって、

袋国内の総人口を把握する ことは重要かつ急務なことで

した。そのため、 全国で統一された様式を定める事が

必要になります。

明治5年式戸籍【1;871年(明治4年)4月4日

大政官布告､明治5年2月1日施行】

日本で最初にできた全国統一様式の戸籍です‘この

戸籍の実施の年が壬申の年だったので､一般に「壬申

戸籍｣ゞ (じんしんこせき） といわれています。戸籍の単

位は‘ ‘｢戸」で、本籍は住所地とされ、身分登録ととも

に住所登録という性格もありました。現在の住民票の

役割も果たしていたようです。

こ
の
よ
う
な
文
字
の
場
今
Ｒ
今
回
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
化
に
際
し
、
常
用
漢
字
・
人
名
用

漢
字
・
そ
の
他
法
令
で
定
め
る
文
字
に
置
き

換
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ー

明治19年式戸籍【1885年施行】

戸籍様式・戸籍制度の改革により改製されたもので、

本籍の表示をする住所に、屋敷番制度ではなく地番制

度が採用されました。そして、初めて「除籍制度」が

設けられたのがこの戸籍です｡

明治31年式戸籍【1897年施行】

●
氏
名
の
文
字
置
き
換
え
に
該
当
さ
れ
る
人

に
は
、
一
○
月
以
降
文
書
に
よ
っ
て
連
絡

い
た
し
ま
す
。

●
氏
名
の
文
字
置
き
換
え
に
該
当
さ
れ
て
も
、

印
鑑
登
録
等
を
変
更
す
る
手
続
き
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

（
戸
籍
の
表
記
上
の
取
り
扱
い
で
あ
っ
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て
氏
ま
た
は
名
の
変
更
が
さ
れ

る
も
の
で
は
な
い
た
め
で
す
）

､同じ年に制定された民法（旧民法）で、 「家制度」が

制定されたことに伴う改製です｡人の身分関係につい

て詳細な規定が設けられることになったため、それら

の事項を登録できるようにするため内容が変りました。

｢家」が戸籍編成の単位です。

この戸籍の大きな特徴は、戸籍簿のほかに「身分登

記簿」制度を設けたことです。身分関係の届出や報告

はすべてこの「身分登記簿」に記載されるようになり
ー

し
っ
簿

土
圭
湾
に
罰
印

たが、 戸籍簿に書き写すという手間のかかる制度

たため、 次の大正4 年式戸籍法によって「身分登 お問合わせは

市民課

(各23-2116)まで

｜は姿を消します。

大正4年式戸籍【1915年施行】

「身分登記簿」を廃止したことによって、記載内容

が詳細になります。明治31年式戸籍は改製することな

くその効力が認められた一方で、この大正4年式戸籍に

改製すべきと決められた「明治19年式戸籍」は、その

改製作業が行われないままになったものもたくさん存

在しています。

「
戸
籍
の
附
票
」
（
↓
壱
き
の
ふ
ひ
ょ
一
つ
）

市
町
村
の
区
域
内
に
本
籍
を
有
す
る
人
に

つ
い
て
、
戸
籍
単
位
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

戸
籍
の
附
票
に
は
、
在
籍
者
の
氏
名
・
住
所

及
び
住
所
を
定
め
た
年
月
日
が
記
載
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
戸
籍
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
本
籍
を
有
す
る
人
の
住
所
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
改
製
原
戸
籍
」
（
か
い
せ
ぃ
げ
ん
こ
せ
き
）

昭
和
二
三
年
式
戸
籍
に
改
製
さ
れ
る
前
の

戸
籍
の
こ
と
で
、
明
治
一
九
年
式
戸
籍
・
明

治
三
一
年
式
戸
籍
・
大
正
四
年
式
戸
籍
が

「
改
製
原
戸
籍
」
と
い
え
ま
す
．

昭和23年式戸籍【1948年施行】

これが現在の戸籍です。昭和22年､民法の親族・相

続編の改正によって「家制度」が廃止され、男女の平

等・個人の尊厳が基調となったことに伴って、戸籍法

の全文が改正されました｡戸籍の編成が夫婦単位とな

り､戸籍様式の変更が行なわれたものです｡

3

置換え例

従前の文字

鴫

廣

原

肉

齊

幸

鰯躍り
鴫

廣

原

関

齊

幸
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街
路
灯
の
設
置
や
電
線
の
地
中

化
な
ど
、
安
全
で
快
適
な
通
り
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
る
高
萩
駅

前
通
り
商
店
会
が
、
Ｊ
Ｒ
高
萩
駅

前
か
ら
常
陽
銀
行
高
萩
支
店
前
ま

で
の
「
駅
前
れ
ん
が
通
り
」
の
里

親
に
認
定
さ
れ
、
道
路
里
親
制
度

協
定
書
の
調
印
式
と
認
定
証
交
付

式
が
市
役
所
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

、

、

１

１

‐

ノ

／

（
道
路
里
親
制
度
と
は
’
一
）

／

、

県
が
管
理
す
る
道
路
を
子
ど
も

に
見
立
て
て
「
里
子
」
に
、
沿
道

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
を
親

代
わ
り
の
「
里
親
」
に
例
え
て
、

道
路
の
清
掃
や
除
草
・
花
壇
の
手

入
れ
な
ど
の
美
化
活
動
を
、
自
主

的
に
行
う
こ
と
で
す
．
こ
れ
に
対

し
行
政
側
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

保
険
へ
の
加
入
や
清
掃
道
具
の
提

協定書に署名する高萩駅前通り商店会の

沼田会長(写真中央)と高萩土木事務所の

鈴木所長(同右)、岩倉市長

供
を
す
る
な
ど
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
の
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
ま
す
。

一
九
八
五
年
〈
昭
和
六
○
年
｝
に
、

ハ
イ
ウ
ェ
イ
で
の
散
乱
ご
み
問
題

が
深
刻
化
す
る
ア
メ
リ
カ
で
導
入

さ
れ
た
清
掃
美
化
活
動
が
始
ま
り

で
、
「
ア
ダ
プ
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ア
ダ
プ
ト

毒
号
頁
）
と
は
、
直
訳
す
る
と

「
養
子
縁
組
を
す
る
」
と
い
う
意

味
で
、
日
本
で
は
平
成
一
○
年
に

こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
．

茨
城
県
で
は
平
成
一
二
年
か
ら
一

四
年
ま
で
の
試
行
期
間
を
経
て
、

平
成
一
五
年
か
ら
本
格
的
に
施
行

実
施
さ
れ
て
い
ま
す
．

七
月
六
日
〈
火
一
に
行
わ
れ
た
調

印
式
及
び
認
定
証
交
付
式
で
は
、

高
萩
駅
前
通
り
商
店
会
の
沼
田
裕

一
会
長
と
高
萩
土
木
事
務
所
の
鈴

木
敏
之
所
長
、
岩
倉
市
長
が
協
定

書
に
署
名
し
、
鈴
木
所
長
か
ら
沼

田
会
長
に
認
定
証
が
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。
認
定
区
間
は
、
県
道
高
萩

停
車
場
線
〈
駅
前
れ
ん
が
通
り
｝
の

約
二
五
○
メ
ー
ト
ル
で
、
茨
城
県

内
で
二
四
団
体
目
、
高
萩
土
木
事

務
所
管
内
で
は
、
日
立
市
の
「
久

、

↑

ノ

（
ア
メ
リ
カ
の
制
度
が
手
本
に
）

／

、

／~、

ノ

認
定
区
間
は
一
一
五
○
メ
ー
ト
ル
）、

上戸

慈
学
区
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
を

つ
く
る
会
」
に
次
い
で
二
番
目
の

認
定
と
な
り
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
第
一
歩
は
、
自

分
た
ち
の
ま
ち
を
自
分
た
ち
の
手

で
き
れ
い
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
活
動

は
地
域
へ
の
愛
着
を
よ
り
い
っ
そ

う
深
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て

行
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

／~、

◎
道
路
里
親
制
度
の
問
合
せ
一

茨
城
県
高
萩
土
木
事
務
所
一

宮
一
四
’
’
’
’
七
五
一

道
路
里
親
制
度
へ
の
期
待

、
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